
「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正案 

（新旧対照表） 

 

（下線部分が改正箇所） 

改正案 現 行 

第３ 教育研修 

１ 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱い

に従事する職員に対し、保有個人情報の取扱

いについて理解を深め、個人情報の保護に関

する意識の高揚を図るための啓発その他必

要な教育研修を行う。 

２ 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱

う情報システムの管理に関する事務に従事

する職員に対し、保有個人情報の適切な管理

のために、情報システムの管理、運用及びセ

キュリティ対策に関して必要な教育研修を

行う。 

３ 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、

保有個人情報の適切な管理のために、総括保

護管理者の実施する教育研修への参加の機

会を付与する等の必要な措置を講ずる。 

４ １～３の措置を講ずる場合には、保有個人

情報の取扱いに従事する派遣労働者につい

ても、職員と同様の措置を講ずる。 

 

第６ 情報システムにおける安全の確保等 

（アクセス制御） 

１ （略） 

２ （略） 

（アクセス記録） 

３ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報へのアク

セス状況を記録し、その記録（以下「アクセ

ス記録」という。）を一定の期間保存し、及

びアクセス記録を定期的に分析するために

必要な措置を講ずる。 

４ （略） 

（アクセス状況の監視） 

５ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報への不適

切なアクセスの監視のため、一定数以上の保

有個人情報がダウンロードされた場合に警

告表示がなされる機能の設定、当該機能の定

期的確認等の必要な措置を講ずる。 

（管理者権限の設定） 

６ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、情報システムの管理者権限

の特権を不正に窃取された際の被害の最小

化及び内部からの不正操作等の防止のため、

当該特権を最小限とする等の必要な措置を

講ずる。 

７ （略） 

（不正プログラムによる漏えい等の防止） 

８ 保護管理者は、不正プログラムによる保有

個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のた

め、不正プログラムの感染防止等に必要な措

置を講ずる。 

  

９～16 （略）  

（記録機能を有する機器・媒体の接続制限） 

第３ 教育研修 

１ 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱い

に従事する職員に対し、保有個人情報の取扱

いについて理解を深め、個人情報の保護に関

する意識の高揚を図るための啓発その他必

要な教育研修を行う。 

２ 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱

う情報システムの管理に関する事務に従事

する職員に対し、保有個人情報の適切な管理

のために、情報システムの管理、運用及びセ

キュリティ対策に関して必要な教育研修を

行う。 

３ 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、

保有個人情報の適切な管理のために、総括保

護管理者の実施する教育研修への参加の機

会を付与する等の必要な措置を講ずる。 

（新設） 

 

 

 

第６ 情報システムにおける安全の確保等 

（アクセス制御） 

１ （略） 

２ （略） 

（アクセス記録） 

３ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報へのアク

セス状況を記録し、その記録（以下「アクセ

ス記録」という。）を一定の期間保存し、及

びアクセス記録を定期又は随時に分析する

ために必要な措置を講ずる。 

４ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

５ （略） 

（コンピュータウイルスによる漏えい等の

防止） 

６ 保護管理者は、コンピュータウイルスによ

る保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防

止のため、コンピュータウイルスの感染防止

等に必要な措置を講ずる。 

７～14 （略） 
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17 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報の漏え

い、滅失又は毀損の防止のため、スマートフ

ォン、ＵＳＢメモリ等の記録機能を有する機

器・媒体の情報システム端末等への接続の制

限（当該機器の更新への対応を含む。）等の

必要な措置を講ずる。 

 

第７ 情報システム室等の安全管理 

（入退管理） 

１ 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基

幹的なサーバ等の機器を設置する室その他

の区域（以下「情報システム室等」という。）

に立ち入る権限を有する者を定めるととも

に、用件の確認、入退の記録、部外者につい

ての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の

立会い又は監視設備による監視、外部電磁的

記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制

限又は検査等の措置を講ずる。また、保有個

人情報を記録する媒体を保管するための施

設を設けている場合においても、必要がある

と認めるときは、同様の措置を講ずる。 

２  保護管理者は、必要があると認めるとき

は、情報システム室等の出入口の特定化によ

る入退の管理の容易化、所在表示の制限等の

措置を講ずる。 

３ 保護管理者は、情報システム室等及び保管

施設の入退の管理について、必要があると認

めるときは、立入りに係る認証機能を設定

し、及びパスワード等の管理に関する定めの

整備（その定期又は随時の見直しを含む。）、

パスワード等の読取防止等を行うために必

要な措置を講ずる。 

４～５ （略） 

 

第８ 保有個人情報の提供及び業務の委託等 

１～３ （略） 

（業務の委託等） 

４  保有個人情報の取扱いに係る業務を外部

に委託する場合には、個人情報の適切な管理

を行う能力を有しない者を選定することが

ないよう、必要な措置を講ずる。また、契約

書に、次に掲げる事項を明記するとともに、

委託先における責任者及び業務従事者の管

理及び実施体制、個人情報の管理の状況につ

いての検査に関する事項等の必要な事項に

ついて書面で確認する。 

(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用

の禁止等の義務 

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に

係る条件に関する事項 

(3)～(5) （略） 

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠

償責任その他必要な事項 

５  保有個人情報の取扱いに係る業務を外部

に委託する場合には、委託する保有個人情報

の秘匿性等その内容に応じて、委託先におけ

る個人情報の管理の状況について、年１回以

上の定期的検査等により確認する。 

６ 委託先において、保有個人情報の取扱いに

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 情報システム室等の安全管理 

（入退室の管理） 

１ 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基

幹的なサーバ等の機器を設置する室等（以下

「情報システム室等」という。）に入室する

権限を有する者を定めるとともに、用件の確

認、入退室の記録、部外者についての識別化、

部外者が入室する場合の職員の立会い等の

措置を講ずる。また、保有個人情報を記録す

る媒体を保管するための施設を設けている

場合においても、必要があると認めるとき

は、同様の措置を講ずる。 

 

 

２  保護管理者は、必要があると認めるとき

は、情報システム室等の出入口の特定化によ

る入退室の管理の容易化、所在表示の制限等

の措置を講ずる。 

３ 保護管理者は、情報システム室等及び保管

施設の入退室の管理について、必要があると

認めるときは、入室に係る認証機能を設定

し、及びパスワード等の管理に関する定めの

整備（その定期又は随時の見直しを含む。）、

パスワード等の読取防止等を行うために必

要な措置を講ずる。 

４～５ （略） 

 

第８ 保有個人情報の提供及び業務の委託等 

１～３ （略） 

（業務の委託等） 

４  保有個人情報の取扱いに係る業務を外部

に委託する場合には、個人情報の適切な管理

を行う能力を有しない者を選定することが

ないよう、必要な措置を講ずる。また、契約

書に、次に掲げる事項を明記するとともに、

委託先における責任者等の管理体制、個人情

報の管理の状況についての検査に関する事

項等の必要な事項について書面で確認する。 

 

(1) 個人情報に関する秘密保持等の義務 

 

(2) 再委託の制限又は条件に関する事項 

 

(3)～(5) （略） 

(6) 違反した場合における契約解除の措置

その他必要な事項 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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係る業務が再委託される場合には、委託先に

４の措置を講じさせるとともに、再委託され

る業務に係る保有個人情報の秘匿性等その

内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自

らが５の措置を実施する。保有個人情報の取

扱いに係る業務について再委託先が再々委

託を行う場合以降も同様とする。 

７ （略） 

 

第 10 監査及び点検の実施 

１・２ （略） 

（評価及び見直し） 

３  保有個人情報の適切な管理のための措置

については、総括保護管理者、保護管理者等

は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性

等の観点から評価し、必要があると認めると

きは、その見直し等の措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

 

第 10 監査及び点検の実施 

１・２ （略） 

（評価及び見直し） 

３  保有個人情報の適切な管理のための措置

については、監査又は点検の結果等を踏ま

え、実効性等の観点から評価し、必要がある

と認めるときは、その見直し等の措置を講ず

る。 
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「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正案 

（新旧対照表） 

 

（下線部分が改正箇所） 

改正案 現 行 

第３ 教育研修 

１ 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱い

に従事する職員に対し、保有個人情報の取扱

いについて理解を深め、個人情報の保護に関

する意識の高揚を図るための啓発その他必

要な教育研修を行う。 

２ 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱

う情報システムの管理に関する事務に従事

する職員に対し、保有個人情報の適切な管理

のために、情報システムの管理、運用及びセ

キュリティ対策に関して必要な教育研修を

行う。 

３ 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、

保有個人情報の適切な管理のために、総括保

護管理者の実施する教育研修への参加の機

会を付与する等の必要な措置を講ずる。 

４ １～３の措置を講ずる場合には、保有個人

情報の取扱いに従事する派遣労働者につい

ても、職員と同様の措置を講ずる。 

 

第６ 情報システムにおける安全の確保等 

（アクセス制御） 

１ （略） 

２ （略） 

（アクセス記録） 

３ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報へのアク

セス状況を記録し、その記録（以下「アクセ

ス記録」という。）を一定の期間保存し、及

びアクセス記録を定期的に分析するために

必要な措置を講ずる。 

４ （略） 

（アクセス状況の監視） 

５ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報への不適

切なアクセスの監視のため、一定数以上の保

有個人情報がダウンロードされた場合に警

告表示がなされる機能の設定、当該機能の定

期的確認等の必要な措置を講ずる。 

（管理者権限の設定） 

６ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、情報システムの管理者権限

の特権を不正に窃取された際の被害の最小

化及び内部からの不正操作等の防止のため、

当該特権を最小限とする等の必要な措置を

講ずる。 

７ （略） 

（不正プログラムによる漏えい等の防止） 

８ 保護管理者は、不正プログラムによる保有

個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のた

め、不正プログラムの感染防止等に必要な措

置を講ずる。 

 

９～16 （略）  

（記録機能を有する機器・媒体の接続制限） 

第３ 教育研修 

１ 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱い

に従事する職員に対し、保有個人情報の取扱

いについて理解を深め、個人情報の保護に関

する意識の高揚を図るための啓発その他必

要な教育研修を行う。 

２ 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱

う情報システムの管理に関する事務に従事

する職員に対し、保有個人情報の適切な管理

のために、情報システムの管理、運用及びセ

キュリティ対策に関して必要な教育研修を

行う。 

３ 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、

保有個人情報の適切な管理のために、総括保

護管理者の実施する教育研修への参加の機

会を付与する等の必要な措置を講ずる。 

（新設） 

 

 

 

第６ 情報システムにおける安全の確保等 

（アクセス制御） 

１ （略） 

２ （略） 

（アクセス記録） 

３ 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報へのアク

セス状況を記録し、その記録（以下「アクセ

ス記録」という。）を一定の期間保存し、及

びアクセス記録を定期又は随時に分析する

ために必要な措置を講ずる。 

４ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

５ （略） 

（コンピュータウイルスによる漏えい等の

防止） 

６ 保護管理者は、コンピュータウイルスによ

る保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防

止のため、コンピュータウイルスの感染防止

等に必要な措置を講ずる。 

７～14 （略） 
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17 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等そ

の内容に応じて、当該保有個人情報の漏え

い、滅失又は毀損の防止のため、スマートフ

ォン、ＵＳＢメモリ等の記録機能を有する機

器・媒体の情報システム端末等への接続の制

限（当該機器の更新への対応を含む。）等の

必要な措置を講ずる。 

 

第７ 情報システム室等の安全管理 

（入退管理） 

１ 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基

幹的なサーバ等の機器を設置する室その他

の区域（以下「情報システム室等」という。）

に立ち入る権限を有する者を定めるととも

に、用件の確認、入退の記録、部外者につい

ての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の

立会い又は監視設備による監視、外部電磁的

記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制

限又は検査等の措置を講ずる。また、保有個

人情報を記録する媒体を保管するための施

設を設けている場合においても、必要がある

と認めるときは、同様の措置を講ずる。 

２  保護管理者は、必要があると認めるとき

は、情報システム室等の出入口の特定化によ

る入退の管理の容易化、所在表示の制限等の

措置を講ずる。 

３ 保護管理者は、情報システム室等及び保管

施設の入退の管理について、必要があると認

めるときは、立入りに係る認証機能を設定

し、及びパスワード等の管理に関する定めの

整備（その定期又は随時の見直しを含む。）、

パスワード等の読取防止等を行うために必

要な措置を講ずる。 

４～５ （略） 

 

第８ 保有個人情報の提供及び業務の委託等 

１～３ （略） 

（業務の委託等） 

４  保有個人情報の取扱いに係る業務を外部

に委託する場合には、個人情報の適切な管理

を行う能力を有しない者を選定することが

ないよう、必要な措置を講ずる。また、契約

書に、次に掲げる事項を明記するとともに、

委託先における責任者及び業務従事者の管

理及び実施体制、個人情報の管理の状況につ

いての検査に関する事項等の必要な事項に

ついて書面で確認する。 

(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用

の禁止等の義務 

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に

係る条件に関する事項 

(3)～(5) （略） 

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠

償責任その他必要な事項 

５  保有個人情報の取扱いに係る業務を外部

に委託する場合には、委託する保有個人情報

の秘匿性等その内容に応じて、委託先におけ

る個人情報の管理の状況について、年１回以

上の定期的検査等により確認する。 

６ 委託先において、保有個人情報の取扱いに

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 情報システム室等の安全管理 

（入退室の管理） 

１ 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基

幹的なサーバ等の機器を設置する室等（以下

「情報システム室等」という。）に入室する

権限を有する者を定めるとともに、用件の確

認、入退室の記録、部外者についての識別化、

部外者が入室する場合の職員の立会い等の

措置を講ずる。また、保有個人情報を記録す

る媒体を保管するための施設を設けている

場合においても、必要があると認めるとき

は、同様の措置を講ずる。 

 

 

２  保護管理者は、必要があると認めるとき

は、情報システム室等の出入口の特定化によ

る入退室の管理の容易化、所在表示の制限等

の措置を講ずる。 

３ 保護管理者は、情報システム室等及び保管

施設の入退室の管理について、必要があると

認めるときは、入室に係る認証機能を設定

し、及びパスワード等の管理に関する定めの

整備（その定期又は随時の見直しを含む。）、

パスワード等の読取防止等を行うために必

要な措置を講ずる。 

４～５ （略） 

 

第８ 保有個人情報の提供及び業務の委託等 

１～３ （略） 

（業務の委託等） 

４  保有個人情報の取扱いに係る業務を外部

に委託する場合には、個人情報の適切な管理

を行う能力を有しない者を選定することが

ないよう、必要な措置を講ずる。また、契約

書に、次に掲げる事項を明記するとともに、

委託先における責任者等の管理体制、個人情

報の管理の状況についての検査に関する事

項等の必要な事項について書面で確認する。 

 

(1) 個人情報に関する秘密保持等の義務 

 

(2) 再委託の制限又は条件に関する事項 

 

(3)～(5) （略） 

(6) 違反した場合における契約解除の措置

その他必要な事項 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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係る業務が再委託される場合には、委託先に

４の措置を講じさせるとともに、再委託され

る業務に係る保有個人情報の秘匿性等その

内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自

らが５の措置を実施する。保有個人情報の取

扱いに係る業務について再委託先が再々委

託を行う場合以降も同様とする。 

７ （略） 

 

第 10 監査及び点検の実施 

１・２ （略） 

（評価及び見直し） 

３  保有個人情報の適切な管理のための措置

については、総括保護管理者、保護管理者等

は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性

等の観点から評価し、必要があると認めると

きは、その見直し等の措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

 

第 10 監査及び点検の実施 

１・２ （略） 

（評価及び見直し） 

３  保有個人情報の適切な管理のための措置

については、監査又は点検の結果等を踏ま

え、実効性等の観点から評価し、必要がある

と認めるときは、その見直し等の措置を講ず

る。 
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